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（１） 諮問第１号 （P.1～P.8） 

鈴鹿都市計画地区計画の変更（鈴鹿市決定）について  

          （伊船地区 地区計画） 
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（１） 鈴鹿市都市マスタープラン改定業務進捗報告 

 

 

     （２） 鈴鹿市景観計画について 
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理  由  書 

 

 当該地区は，鈴鹿市の中心部から北西に約１０㎞，東名阪自動車道鈴鹿ＩＣから約１．５

㎞に位置し，（都）鈴鹿中央線に接し広域交通の利便性に優れた地域で，既存工業団地に隣

接する区域であり，周辺は農地として利用されているほか，事業所・工場が点在する周辺の

自然環境と調和した工業地として発展している。 

  

また，「都市計画区域の整備，開発及び保全の方針」である「都市計画区域マスタープラ

ン」では，工業系土地利用誘導ゾーンとして位置付けられており，大規模工業施設の立地を

進めることとされている。その外，「都市計画区域の整備，開発及び保全の方針」を踏まえ

て策定された，「鈴鹿市都市マスタープラン」では，鈴鹿ＩＣ周辺ゾーン，新土地需要エリ

ア及び市街地形成検討地区（工業系）として位置付けており，将来的な工業地需要に合わせ

て計画的な土地利用誘導を検討することとしている。 

 

本地区は，昭和４６年の区域区分導入当初から市街化調整区域であり，現状農地であるが，

開発事業者発意の元，都市計画法第２１条の２に定められた都市計画の提案制度により，市

街化調整区域における非住居系の地区計画が提案された。これに基づき大規模な工業地や

物流業務地の団地造成開発が計画されていることから，都市基盤整備の整った良好な工業

団地としての発展が期待されるため，今回地区計画を決定するものである。 

 

「鈴鹿市都市マスタープラン」の基本理念のひとつである「活力ある都市づくり」を目指

す本市において，鈴鹿ＩＣや鈴鹿ＰＡスマートＩＣ周辺における土地利用の活性化が求め

られていることから，地区計画の策定にあたっては，工業地を中心に地場産業や流通業務等

の立地を誘導するために，建築物の用途の制限で集客施設となり得るものを制限し，周辺環

境と調和した工業地の形成に資するものとする。 
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区域界表示書 

                                          

番号 地区名 面積  

１ 伊船地区 約 4.6ha  

測点 位置表示 区間 区間表示 

①  
都市計画道路決定線東側境界線と市

道伊船 252号線北側境界線との交点 

  

①－② 道路界北側 

②  

伊船町字北上ノ割 2040-3 の東側境界

線と市道伊船 106号線北側境界線との

交点 ②－③ 筆界 

③  

伊船町字北上ノ割 2040-1 の東側境界

線と市道伊船 106号線南側境界線との

交点 ③－④ 道路界南側 

④  

伊船町字北上ノ割 2020-2 の東側境界

線と市道伊船 106号線南側境界線との

交点 ④－⑤ 筆界 

⑤  

伊船町字北上ノ割 2029-1 の南側境界

線と市道深溝伊船線西側境界線との

交点 ⑤－⑥ 道路界西側 

⑥  

伊船町字北下ノ割 2119 の南側境界線

と市道深溝伊船線西側境界線との交

点 ⑥－⑦ 筆界 

⑦ 

伊船町字北下ノ割 2121-1 の東側境界

線と市道花川東庄内線南側境界線と

の交点 ⑦－⑧ 道路界北側 

⑧ 
市道伊船 252号線西側境界線と市道花

川東庄内線北側境界線との交点 
⑧－⑨ 筆界 

⑨ 
伊船町字北下ノ割 2176 の南側境界線

と水路東側境界線との交点 
⑨－⑩ 筆界 

⑩ 
伊船町字北下ノ割 2176 の南側境界線と

水路南側境界線との交点 
⑩－⑪ 水路界南側 

⑪ 
都市計画道路決定線東側境界線と水

路南側境界線との交点 
⑪－① 

都市計画道路 

都市計画決定線東側 
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